
募
集

肝
属
地
区
環
境

ふ
れ
あ
い
館
中
期
講
座

■
場
所　

肝
属
地
区
環
境
ふ
れ
あ
い

館
（
鹿
屋
市
串
良
町
）

■
受
講
料　

無
料

■
申
込　

直
接
・
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ

■
環
境
ふ
れ
あ
い
館
ま
つ
り

■
開
催　

10
月
27
日
（
日
）

■
内
容　

リ
サ
イ
ク
ル
品
販
売
会
、

フ
リ
マ
、
ク
イ
ズ
ラ
リ
ー
等

◎
問
い
合
わ
せ
先

肝
属
地
区
環
境
ふ
れ
あ
い
館
☎
62

－

８
１
０
１
／
Ｆ
Ａ
Ｘ
62

－

８
１
０
２

燃
ゆ
る
感
動
か
ご
し
ま
国
体
・

か
ご
し
ま
大
会
　
開
・
閉
会
式

出
演
団
体
募
集

■
鹿
児
島
の
魅
力
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

■
内
容　

歴
史
・
文
化
・
伝
統
・
ダ

ン
ス
・
ス
ポ
ー
ツ
等

①
か
ご
し
ま
国
体
・
総
合
開
会
式

　

令
和
２
年
10
月
３
日
（
土
）

　

２
団
体
程
度（
１
団
体
２
０
０
人
以
上
）

②
か
ご
し
ま
大
会
・
開
会
式

　

令
和
２
年
10
月
24
日
（
土
）

　

１
団
体
程
度（
１
団
体
１
０
０
人
以
上
）

■
燃
ゆ
る
感
動
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

1
内
容　

演
技
・
ダ
ン
ス
・
ス
ポ
ー
ツ
等

①
か
ご
し
ま
国
体
・
総
合
閉
会
式

　

令
和
２
年
10
月
13
日
（
火
）

　

２
団
体
程
度（
１
団
体
２
０
０
人
以
上
）

2
内
容　

イ
メ
ー
ジ
ソ
ン
グ
「
ゆ
め
～

Ｋ
Ｉ
Ｂ
Ａ
Ｉ
Ｙ
Ａ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
」
の
大
合
唱

①
か
ご
し
ま
国
体
・
総
合
閉
会
式

　

令
和
２
年
10
月
13
日
（
火
）

　

15
団
体
程
度
（
１
団
体
30
人
以
上
）

②
か
ご
し
ま
大
会
・
閉
会
式

　

令
和
２
年
10
月
26
日
（
月
）

　

15
団
体
程
度
（
１
団
体
30
人
以
上
）

■
期
限　

令
和
元
年
９
月
10
日
（
火
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

同
実
行
委
員
会
事
務
局
（
県
庁
内
）

　

☎
０
９
９

－

２
８
６

－

２
９
１
７

お
知
ら
せ

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

「
た
る
た
る
商
品
券
」

　

今
年
度
の
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て

い
な
い
方
（
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て

い
る
方
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
方
、
生

活
保
護
受
給
者
は
除
く
）
で
「
た
る

た
る
商
品
券
」
の
購
入
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

■
申
請
期
間
（
平
日
の
み
）

　

７
月
16
日
（
火
）
～
11
月
29
日
（
金
）

■
申
請
場
所
　
市
役
所
福
祉
課
地
域

福
祉
係
・
牛
根
支
所
・
新
城
支
所

※
受
付
後
、
要
件
確
認
を
行
い
、
９

　

月
下
旬
か
ら
購
入
引
換
券
を
郵
送

■
商
品
券
の
内
容

①
１
冊
：
５
千
円
分
を
４
千
円
で
販
売

②
非
課
税
者
１
人
に
つ
き
、
最
大
５

　

冊
ま
で
購
入
可
能

※
詳
細
は
、
７
月
中
旬
配
布
の
チ
ラ

　

シ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
企
画
政
策
課

　

政
策
推
進
係
☎
内
線
２
４
５

日程 講座名 申込期限

9/4・18（水） 帯リメイク（２回講座） 8/18( 日 )

9/13・27（金）古布リメイク（２回講座） 8/18( 日 )

9/14（土）
フォトフレーム作り 当日受付

9/15（日）

9/20（金） エコバック作り 8/18（日）

11/8（金）
古布リメイク 10/20（日）

11/22（金）

11/13（水） リメイク小物作りの集い 10/20（日）

全
国
家
計
構
造
調
査

■
対
象　

全
国
か
ら
無
作
為
に
選
定

し
た
世
帯
（
市
内
48
世
帯
）

■
方
法　

　

８
月
か
ら
調
査
員
が
調
査
票
を
配
布

■
期
間　

10
月
～
11
月

■
内
容　

家
計
の
収
入
・
支
出
等

■
目
的　

家
計
の
実
態
を
把
握
し
、

世
帯
の
所
得
分
布
お
よ
び
消
費
水
準

等
を
全
国
お
よ
び
地
域
別
に
明
ら
か

に
す
る
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
総
務
課

　

情
報
統
計
係
☎
32

－
１
０
４
５

毎
月
勤
労
統
計
調
査

特
別
調
査

　

統
計
法
に
基
づ
い
て
厚
生
労
働
省

が
実
施
し
て
い
る
調
査
で
す
。

■
対
象　

無
作
為
に
選
定
し
た
１
人

以
上
４
人
以
下
の
事
業
所

■
基
準
日
　
令
和
元
年
７
月
31
日

■
方
法　

８
月
～
９
月
に
か
け
て
調

査
員
が
お
伺
い
し
ま
す
。

■
目
的　

賃
金
や
労
働
時
間
、
雇
用

の
変
動
を
明
ら
か
に
す
る

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
県
統
計
課
農
林
統
計
係

　

☎
０
９
９

－

２
８
６

－

２
４
８
５

事
業
者
の
皆
様
へ

消
費
税
説
明
会
の
開
催

　

10
月
か
ら
の
消
費
税
率
引
上
げ
に
伴

い
、軽
減
税
率
制
度
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

軽
減
税
率
制
度
な
ど
に
つ
い
て
理
解
を

深
め
る
た
め
、
鹿
屋
税
務
署
が
説
明
会

を
開
催
し
ま
す
。

■
開
催　

８
月
30
日
（
金
）

■
時
間

①
農
業
所
得
者
向
け

　

午
後
１
時
～
２
時
30
分

②
営
業
所
得
者
向
け

　

午
後
３
時
～
４
時
30
分

■
場
所　

市
民
館　

２
階
大
会
議
室

※
筆
記
用
具
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

※
事
前
申
込
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
軽
減
税
率
制
度
実
施
に
よ
り
必
要

と
な
る
こ
と

①
帳
簿
・
請
求
書
な
ど
を
税
率
ご
と

　

に
区
分
し
て
作
成
す
る
必
要
が
あ

　

り
ま
す
。

②
レ
ジ
や
シ
ス
テ
ム
の
導
入
・
改
修

　

な
ど
が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り

　

ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
屋
税
務
署
個
人
課
税
第
１
部
門

　

☎
42

－

３
１
２
８

　

税
務
課
市
民
税
係
☎
32

－

１
１
１
４

法
定
相
続
情
報
証
明
制
度

■
法
定
相
続
情
報
証
明
制
度

　

法
定
相
続
人
が
誰
で
あ
る
の
か
を

登
記
官
が
証
明
す
る
制
度
で
す
。

■
法
定
相
続
人
の
認
証

　

登
記
所
（
法
務
局
）
に
戸
籍
謄
本

等
と
相
続
関
係
を
一
覧
に
し
た
図
（
法

定
相
続
情
報
一
覧
図
）
を
提
出
す
る

と
、
認
証
さ
れ
た
一
覧
図
の
写
し
を

「
無
料
」
で
必
要
な
通
数
交
付
し
ま
す
。

■
制
度
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト

　

相
続
に
関
す
る
各
種
手
続
に
戸
籍

謄
本
等
の
書
類
を
何
度
も
提
出
す
る

必
要
が
な
く
、
手
続
き
の
負
担
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
鹿
児
島
地
方
法

務
局
鹿
屋
支
局
☎
43

－

６
７
９
０

８
月
は
人
権
同
和
問
題

啓
発
強
調
月
間

　

同
和
問
題
を
は
じ
め
、
女
性
、
子

ど
も
、
高
齢
者
等
へ
の
差
別
と
い
っ

た
人
権
問
題
は
、
一
人
一
人
が
人
権

問
題
を
正
し
く
理
解
・
認
識
す
る
こ

と
が
必
要
で
す
。
こ
の
機
会
に
人
権

問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
県
人
権
同
和
対

策
課
☎
０
９
９

－

２
８
６

－

２
５
７
４

　

　垂水市内でできるお仕事です。調査ごとに説明会を

開催しますので初めての方でも安心して従事できます。

興味のある方はお気軽にお問合せください。

統計調査のお仕事をしてみませんか？

統計調査員募集！

■身分・補償

　調査期間中は非常勤特別職の公務員として任命され、

調査中に災害にあった場合には公務災害補償を受ける

ことができます。

■採用方法

　面接を実施します。

■応募方法

　総務課情報統計係まで

　電話にてお申込ください。

◎申込・問い合わせ先

　総務課情報統計係　☎ 32-1045

■統計調査員とは

　国が実施する各種統計調査の調査員として従事し、

世帯を訪問して調査票の配布、回収を行う仕事です。

■応募資格

① 20歳以上の健康な方で、税務、選挙、警察に直接　

　関係のない方

②責任をもって調査事務を遂行できる方

③調査により知り得た秘密を守れる方

■報酬

　調査種類や受け持ち件数に応じて定められた報酬が

支払われます。

Pick Up
 INFO

▲配布チラシ
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